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○ 本調査では、統計調査員又は都道府県等の港
湾管理者が、船舶が入港した都度、入出港届や
係留施設等使用許可申請の情報を基に、調査
事項の実態を把握している報告者を特定して調
査を依頼するとともに、報告された情報に加え、
ＮＡＣＣＳ（輸出入・港湾関連情報処理システム）
上にある貨物の輸出入情報などの行政記録情
報等を活用して調査票を作成

●

○ 調査系統や情報の入手方法が複雑であることか
ら、令和元年答申において「調査方法の再整理」
を行うことを「今後の課題」として指摘

○ 令和元年答申を踏まえ、国土交通省は、本調査
の実施体制等について、全ての甲種港湾及び乙
種港湾を対象にアンケートを実施し、以下のよう
な業務実態にあることを確認
・調査事項ごとの報告者は、調査計画上の報告
義務者とおおむね合致
・統計調査員は、都道府県、市区町村、漁業協
同組合、関係団体等の職員が兼務していること
が多い。
・都道府県は、統計調査員が取りまとめた調査
票のチェック、疑義照会の後、港湾ごとに集計表
を作成

○ 令和６年調査（甲種港湾：令和６年１月分、乙種
港湾：令和６年分）から、「サイバーポート」を用い
たオンライン報告を追加

●

○ 調査計画上の調査方法に「郵送調査」を追加

（３）調査票情
報の保存期
間及び保存
責任者の変
更

○ 都道府県において保存されている調査票情報を
国土交通省において「サイバーポート」により一
元的に永年保存

●

（第２回部会で審議）

（４）集計表の
変更

○ 甲種港湾に関する集計表のうち、二港間の貨物
流動量について、港別・品種別の貨物量合計の
みの表を「主要表」、二港間の貨物流動量につい
ては「詳細表」として区分し、利用上の留意点を
統計ユーザーに周知

●

（第２回部会で審議）

（２）調査方法
の変更

【変更内容の一部について、第２回部会で引き続き審議】
（令和５年１月分調査に限り、甲種港湾（166港）のうち４港にお
いて実施したサイバーポートの試験導入の効果や課題につい
て確認。また、令和５年12月に予定されている試験運用につい
て、基幹統計調査の実施に支障は生じないことを確認）

【委員からの主な御意見等】
◆サイバーポートの導入により、外貿についてはNACCSから
データを取り込めるようになるが、内貿についてもExcelや紙の
調査票の読み込みではなく、自動で取り込めるような仕組みを
考えてはどうか。
◆サイバーポートの利用を積極的に働き掛けるという点につい
て、例えば、現在、国土交通省が提供している共通集計システ
ムを使用している港湾については全て、サイバーポートを使用
してもらうような対応はできないのか。
◆サイバーポートの利用促進については、行政側のメリットだ
けでなく、民間企業に導入してもらうためのインセンティブを考
えることが重要

１　計画の変
更
（１）本調査の
実施体制

サービス統計・企業統計部会の審議状況について
（港湾調査の変更）（報告）

変更内容等 審議の状況

部会審議

項　目

【調査票のチェック体制について、第２回部会で引き続き審
議】
（統計調査員や都道府県職員等の体制・兼務状況・役割分
担、報告者における調査票の作成・回答方法、入出港届等の
行政記録情報等の利用状況などについて確認）

【委員からの主な御意見等】
◆各港湾における調査票のチェック体制については、国で統
一的なチェックリストを整備するなど、チェック体制をより高める
方策を検討すべき。
◆サイバーポートの導入でシステムによるチェックが進むとし
ても、現時点で何をチェックしていて、どういうチェックが必要な
のか、整理する必要があるのではないか。
◆システムでは解決できない人為的なミスが実務上どのような
ところで発生しているのかについても把握すべき。
◆ＮＡＣＣＳデータを利用していない港湾があるのは、購入費
用の制約があるためなのか。
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２ 令和元年
答申におけ
る「今後の課
題」への対応
状況
（１）調査方法
の再整理

○ 本調査の特性を踏まえ、報告者、統計調査員及
び都道府県のそれぞれの立場における役割を整
理し、必要に応じて調査計画の見直しを検討す
ること。

● 【第２回部会で引き続き審議】
※１（１）及び（２）の審議の中で議論

（２）公表の区
分・期日等、
集計事項に
関する不断
の見直し

○ 本調査の公表の区分・期日等については、本調
査の特性を踏まえ、調査プロセスを含め、業務全
般の改善余地を検討し、必要に応じて調査計画
を見直すこと。この見直しに当たっては、都道府
県における調査事務の実態や利活用ニーズを十
分に把握した上で、速報性が求められるデータ
については早期に公表し、それ以外のデータは
年報での公表に一本化するなど、公表体系の更
なる見直しも検討すること。
また、今後、速報における集計項目の更なる追
加の余地や集計対象の港湾の拡大等、利活用
ニーズの変化を踏まえた集計内容の充実を検討
すること。

●

（第２回部会で審議）

（３）調査票情
報等の保存
管理の仕組
みの整備

○ 都道府県における調査票情報等の保存管理の
実態を把握した上で、可能な限り早期に、国土交
通省における調査票情報等の永年保存の仕組
みを整備すること。

●

（第２回部会で審議）

２ 公的統計
の整備に関
する基本的
な計画への
対応状況

○ （報告者負担への配慮）
港湾調査について、港湾関連業務の効率化を図
るシステムである「サイバーポート」の本格導入
により、行政記録情報等の活用や報告者負担の
軽減を一層推進するとともに、調査方法の再整
理及び調査票情報等の一元管理を実現する。

● 【第２回部会で引き続き審議】
※１（２）の審議の中で議論

（注）第１回（第121回サービス統計・企業統計部会）は、７月31日（月）に開催
　　　第２回（第122回サービス統計・企業統計部会）は、８月23日（水）に開催予定

項　目 変更内容等

部会審議

審議の状況
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（参考）サイバーポートの概要

出典：サイバーポート進捗管理WG第２回資料（令和５年５月８日）より抜粋


